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0. 本報告者の問題関心
2018年の学会発表：GHQによる先任権の日本への移入の試み

この発見が示唆するもの→「年功」概念の見直しの必要性

「→仮説…年功は3つのベクトルの合成物 
・生活給思想に背景を持つ年齢（労働側、戦時下の国） 
・優秀層を長期雇用し職場のボスとして厚遇する戦前の雇用慣行（使
用者側） 
・単純な勤続年数（アメリカの先任権の影響）」 

（18.10.20自由論題報告レジュメ）

この観点からの戦前の労務管理制度研究の読み直し

※「整理基準に関連して、勤続年数、年令等を考慮した所謂先任権，或は古参権
という考え方を取つている協約例が見られる」（労働省, 1951, 52頁）
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1. 横浜船渠の合理的賃銀制度（1929年）とは

工信会（企業内組合）の要求

賃上げに関しては 
・日給50銭の増給（定額要求） 
・最低賃銀2円50銭

1929年3月
会社側回答vs.

・在籍3年未満男工 10銭 
・在籍3年以上男工 15銭 
・女工 5銭

対立 
10日におよぶストライキの結果

・労使による「合理的賃銀制度調査委員会」の設置→新たな賃上げ額の決定 
・上記が実現するまでの間、日給12銭の賃上げと総平均日給3円を保証

同年8月…合理的賃銀制度に基づく賃上げの実施

要求に勤続的要素なし。定額
要求→「上に薄く下に厚く」

勤続的要素はあるも、
たかだか3年
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先行研究における合理的賃銀制度の紹介

図1 典型的な紹介例（笹島, 2011, 42頁）
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先行研究における合理的賃銀制度の評価

・生活給としての「年齢給」…年齢と勤続年数によって決定される
堀川三夫「基本的には年齢、勤続の生活賃金的なもの」 

（孫田編, 1970, 188頁）笹島芳雄「生活給思想」を「実践した事例」 
（笹島, 2012, 34頁）

・勤続年数が賃金に反映されたことへの着目
A. Gordon（1985=2012）,「労使交渉によって、年齢と勤続年数
を明確に連動し、労働者の基本生活費を事実上反映する日給とい
う、広く知られるようになった画期的な新制度が生み出され」、「横
浜船渠の賃金制度は、この1929年の合意から第二次大戦の初期ま
で、ほとんど変更されることはなかった」（189頁）。「横浜船渠
では、日給は、仕事や技能水準より、勤続年数や職位によって決め
られるようになった」 （190頁）

戦前における年功賃金の典型例としての扱い
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2. 新日給と理想日給
先行研究における問題(1)…新日給と理想日給の区別がなされていない
合理的賃銀制度調査委員会

「新日給」と「理想日給」を設定
→「理想日給」は年齢給、資格給、採点給から構成
※ 先行研究が「日給」としていたものは「理想日給」である

「仮令如何に理想日給が合理的に算出されたりと雖も現日給
よりも低き場合之を引き下ぐる能はず又反対に余りに高額の
昇給は社内の均衡を乱す怖れあり」（阿部, 1929, 58頁）

→理想日給と現日給の差額から新日給を決定
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工の新たな日給となったのであれば，先行研究が図
1 に示してきたような合理的賃銀制度が一旦は実現
されたということになろうが，しかし1929年 8 月の
時点において実現さたわけではなかったのである。
　更により重要なことに，この理想日給に則った制
度的な賃上げ（昇給）は，その後も行われることを
予定していたわけではなかった。「新入職者」の日給
決定においては「本委員会の決定事項を準用す」と
なっており，年齢給が活用される予定であることが
ほのめかされていたが，在籍者の昇給については事
情が異なっていた。すなわち「将来の昇給方法」と
しては，「現在の如き会社の状況に於

マ
て
マ
は毎半年に常

傭職工の三割を昇給せしむ」ことが調査委員会の委
員長より声明され，その選考方法としては「各人の
技倆点及び勤振点を今回と同様の方法にて採点し之
を参考として合理的に昇給者を決定」９）するという
ものであった（阿部，1929，59頁）。
　理想日給だけをとりあげると年齢給部分は年齢，
勤続の上昇に伴い自動昇給が行われるかのように見
え，また先行研究でもあたかもそれが実施されてき
たかのように論じられてきたが，その実行はまった
く予定されていなかったことになる。定期昇給とい
う考え方に慣れ親しんだ現代的見地からすると，当
然年齢給は実施されたので特に記述されなかったの
ではないかとの反論もあるであろうが，この時代の
昇給というのは一部の者に限られたものであり，そ
れ以外の者の賃金は据えおかれていた。全員に対し

て年齢や勤続年数に基づいた自動的な昇給が実施さ
れるというのであれば，その旨が明示されたはずで
ある。しかし，そうした記述が見当たらないという
ことは，理想日給は理想にとどまったということで
理解すべきであろう。
　なお，その後，年齢給に基づく昇給が実施されて
いなかったことを示す証拠・傍証として次の 2 点が
ある。一つは『横浜船渠株式会社史稿』に「事業の
不況は一層深刻に進み，さらに経費支出の縮少

ママ
を要

し，翌昭和 6 年 2 月には職工の労働時間も 1 日 8 時
間とし，日給を先に定めた新日給の 9 分の 8 とした」

（蔭山，2018?，214頁）と記述されていることである。
全員に昇給が実施されていたならば新日給は参照さ
れず，その時点での日給を8/9にしたと記述されたで
あろう。1929年に決定された新日給は，一部の者を
除いて，そのまま固定されていたと考えるべきであ
る。
　また1931年に制定された横浜船渠の「就業規則」
もその傍証となろう。この中で「賃金ハ」「業務ノ種
類，職工ノ技能ヲ参酌シテ之ヲ定ム」（中村，1933，
90頁）とされており，委員長声明とほぼ一致したも
のとなっていた。もし年齢と勤続年数が日給に組み
込まれたのであれば，就業規則にも記載されたはず
であろうが，その記載はないのである。
　このように見てくると，合理的賃銀制度における
理想日給はあくまでも1929年夏の賃上げ額の算定の
ために設定されたものであり，その後における安定

立命館産業社会論集（第57巻第 2号）

表 1　「新日給計算方法の原則」

現日給と理想日給との差 新日給の設定

現日給が理想日給より高額の場合 現日給＋ 4 銭

現日給が理想日給より同額～ 9 銭低額の場合 現日給＋ 5 銭

現日給が理想日給より10銭～16銭低額の場合 理想日給の額

現日給が理想日給より17銭～30銭低額 理日給＋17銭

現日給が理想日給より31銭～50銭低額 現日給＋19銭

現日給が理想日給より51銭～60銭低額 現日給＋21銭

現日給が理想日給より61銭以上低額 現日給＋23銭

出所：阿部（1929，58頁）より筆者作成
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5

給的な仕組みで答えたわけではなく，勤続年数 3年
を一つの区切りとして，これの前後で賃上げ額を変
えるというものであった。勤続 3年以上の者は，勤
続 3年未満の者より評価するということである。確
かに「勤続年数」が指標になっているが，その仕切
りとなった年数はたかだか 3年である。特段に長期
勤続を奨励するものとは言いがたい７）。

2 ．合理的賃銀制度の枠組み

　上述したように，10日間のストライキ終結後， 4
月に合理的賃銀制度調査委員会が設けられ合理的賃
銀制度の検討が開始され，これに基づく賃上げが 8
月に実施された。先行研究においては合理的賃銀制
度とは，年齢給などからなる新しい日給と改正され
た割増制度等からなり，図 1のように示されてきた。
ここで強調しておかなければならないのは，先行研
究においてはこの新しい日給制度について間違った
紹介がなされており，そのため横浜船渠における合
理的賃銀制度の歴史上の位置付けが正しくなされて
こなかったのである。まずこの点について確認して
おこう。
　合理的賃銀制度においては「理想日給」と「新日
給」とが設定されていた。先行研究で日給とされて
いるものは，正確には合理的賃銀制度において理想
日給と呼ばれたものである。理想日給の詳細は後述
するが，まずはこの合理的賃銀制度の枠組みにおけ

るこの両者の関係を確認し，先行研究の問題点を指
摘しておこう。

「理想日給」と「新日給」
　先行研究が合理的賃銀制度において年齢給，資格
給，採点給からなる日給としてきた賃金項目は調査
委員会では「理想日給」とされていたものである。そ
して1929年の昇給において新たな日給とされた賃金
項目については新日給として理想日給とは異なるも
のとして提示されていた。合理的賃銀制度における
新しい日給は新日給でなければならないのに，それ
があたかも理想日給と同視されて記述され，図 1の
ように提示されてきたのである８）。
　繰り返しになるが，年齢給，資格給，採点給から
なっていたのは理想日給であり，理想日給がそのま
ま新たな日給となったわけではない（図 2）。調査委
員会においては「仮令如何に理想日給が合理的に算
出されたりと雖も現日給よりも低き場合之を引き下
ぐる能はず又反対に余りに高額の昇給は社内の均衡
を乱す怖れあり」とし，「与えられたる財源（新平均
日給合計）の範囲内にて」，昇給の「原則」を定めて
「新日給」としていたのである（阿部，1929，58頁）。
　この「原則」では各人の理想日給と現日給との差
額の程度に基づき別途昇給額を決定し，新日給とし
た。両者の差額がそのまま昇給額となるのではなか
った。具体的には，現日給が理想日給よりも高額の
場合は 4銭の昇給，同額から 9銭低い場合は 5銭昇
給など昇給額が決められたのである（表 1）。両者の
差額が61銭以上となるものについては昇給額は23銭
にとどめられていた。もし理想日給がそのまま各職

横浜船渠における1929年の合理的賃銀制度に関する一考察（吉田　誠）

資料出所：加藤（1967）
注：原典は『社会政策時報』昭和 4年10月号

図 1　先行研究における「合理的賃金制度」の図示の
一例：笹島（2011，42頁） 図 2　「合理的賃銀制度」の修正（筆者作成）

横浜船渠（株）「合理的賃金制度」
（1929（昭和4）年）

　　　　─年齢給
─日給──資格給　─作業給
　　　　─採点給──技術給
　　　　　　　　　─勤務給
─早出残業に対する加給
─割増制給

─新日給　　理想日給──年齢給
　　　　　　　　　　　─資格給　─作業給
　　　　　　　　　　　─採点給──技倆給
　　　　　　　　　　　　　　　　─勤振給
─早出残業に対する加給
─割増制給
　　 は一定の影響を与えていることを示す

従って図1は図2のように書き換えられなければならない
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3. 年齢給による定期昇給の実現？
先行研究における問題(2)…年齢給に対する誤解
年齢給…年齢と勤続年数に基づく理想日給の賃金要素

年齢は50歳まで勤続年数は30年までが定められており、あたかも毎年年
齢と勤続年数の上昇に伴い昇給があるかのような精密な表（表2）

参考：年齢給策定のプロセス（阿部, 1929, 55～57頁） 
協調会（1925）の生計費調査の活用 
「月収50円以上100円未満の京浜地方の職工」…平均世帯人数近似 
職工一世帯当り一ヶ月基本生活費…59.86円 
→平均就業日数で除す…新平均日給額2円21銭 
これを年齢、勤続年数などが平均的な職工の日給額 
日給額の約65%を年齢給で対応する（残り資格給、採点給） 
→平均年齢34歳、平均勤続年数5年の年齢給…2.21×0.65=1円40銭

生活費は家族数に応じて増減する→職工の年齢によって決定
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表2 「年齢給一覧表」（一部）

阿部（1929, 61～62頁）、赤マルは報告者
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しかし、実際には年齢給に基づく全員の毎年の定期昇給は予定されてい
なかった。

・合理的賃銀制度調査委員会委員長の声明（阿部, 1929, 59頁)  
「現在の如き会社の状況に於ては毎半年に常傭職工の三割を昇給せ
しむ」 
「各人の技倆点及び勤振点を今回と同様の方法にて採点し之を参考
として合理的に昇給者を決定」

→昇給は一部の者のみを予定し、昇給額の決定方法については言及せず

・「三月二十五日以降入職の職工に対しては本委員会の決定事項を
準用す」（阿部, 1929, 59頁) 

初任日給

ただし
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・年齢給による昇給がなされていなかった他の証拠・傍証

『横浜船渠株式会社史稿』 
「事業の不況は一層深刻に進み、さらに経費支出の縮少を要し、翌昭
和6年（1931年…引用者）2月には職工の労働時間も1日8時間とし、
日給を先に定めた新日給の9分の8にした」（陰山, 2018?, 214頁）

「就業規則」（1931年制定） 
「賃金ハ」「業務ノ種類、職工ノ技能ヲ参酌シテ之ヲ定ム」（中村 
1933, 90頁）
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4. 先行研究における問題（まとめ）
合理的賃銀制度は、「制度」と名づけられながらも、言葉の本来の意味
での制度、すなわち継続性を有するものとして設計されたのではない。 

→あくまで1929年の賃上げのための指標作り 

先行研究は（意識的に？）この点を無視し、年齢と勤続による全員の昇
給が定着した制度の代表例として取り上げた。 

そのためには新日給と理想日給の違いを捨象する必要→理想日給の決定
方法により「日給」が決まることになったかのように論じた。 

横浜船渠の合理的賃銀制度は、呉海軍工廠の伍堂卓雄の『職工給与標準
制度ノ要』よりも生活給の実現に近づいたとはいえようが、しかし「生
活給」が実現したわけではない。むしろ戦前期においては実現できな
かったという限界を示していると考えるべきであろう。
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5. 合理的賃銀制度を取り上げる意義

戦前における勤続年数に対する価値意識を示している

しかし、それは先行研究の主張とは逆に、 
勤続年数はそれ自体として経営側にとってさしたる意義がないこ
とが述べられていた。

「勤続年数は元来技倆と比例するものなるを以て本来認むる必要
なきも従来の昇給には技倆、年齢のみならず勤続年数を加味され
し者あるを以て特に今回は勤続年数を加味せし」 
「今回は勤続年数を加味せしも将来は勤続年数を加味する必要な
きものとす」（阿部, 1929, 57頁）
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荒木東一郎 顧問として調査委員会に参加した能率技師
※能率技師：科学的管理法にもとづくコンサルタント

著書 
『能率一代記：経営顧問三十年』（1955年） 
『能率一代記：経営顧問五十年』（1971年）
いずれも横浜船渠の経験を記述→下記のように豪語 
「現在、一般的にいわれている「年令給」とか「勤続給」とかいう考え方の起
こりは、このとき横浜ドックで行なわれたものである。」（1955, 28頁） 
「現在、一般的にいわれている「年令給」とか「勤続給」とかいう考え方を統
計的な基礎をもとにして最初に体系的にまとめたものが、このとき横浜ドック
で行なわれたものである。」（1971, 37頁）

勤続年数が入ってきた意義…「みんなの納得のゆく合理的公平な賃金」 
労働者の不満の原因 
→「高からずを憂えず、等しからざるを憂う」（1971, 37頁）

勤続年数の導入は争議抑止の観点→勤続奨励策とは言いがたい
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とす」（阿部，1929，57頁）とされていたことから，
勤続年数というのは将来的な賃金決定においては消
滅する要素と委員会では結論しているのである。
　当時の日給制度のあり方，すなわち総合決定給的
仕組みを分析していくと，年齢や技能という条件を
そろえても，勤続年数の長さが賃金に対して影響を
与えていることが発見されたのである。「技倆，年齢
のみならず勤続年数を加味されし者ある」というの
は，日給の決定要因に勤続がいかほどか影響を与え
ているという事実を確認したということであろう。
そして，1929年の賃上げにおいてその基準の一つと
されたということである。
　顧問として調査委員会に加わっていた荒木東一郎
は横浜船渠の合理的賃銀制度が「現在，一般にいわ
れている『年令給』とか『勤続給』とかという考え
方を統計的な基礎をもとにして最初にまとめたも
の」（荒木，1971，37頁）であったと自負している。
そして，「わが国の経営体では，多くの場合，年令と
勤続年数によって給料に差がある。つまり，長くい
ると自然に給料も昇っていくので，どんな会社でも，
同一身分のものについてこういう分布曲線が描かれ
る。これは，私が横浜ドックの調査の時に発見した」

とし，「これを分析してみると，だいたいその平均給
与額において，七割までが年令と勤続年数，学歴な
どの社会的条件によって」，「残りの三割くらいが」
「人事考課によって」決まっていると述べている。引
用中の「こういう分布曲線」というのは図 3で示さ
れているグラフであり，「各人の年令＋勤続年数×
2」を x軸とし，y軸に「各人の給与額」からなる
分散図を作成し，「これを曲線図に直し」たものであ
る。荒木は「この分布曲線より…中略…，何年間も
下がっている人はやがて不満を何かのかたちで爆発
させる危険人物である。これらの是正を行なって，合
理的に地ならしする必要がある」（荒木，1971，40
頁）としていた。
　ここでの「各人の年令」を入職年齢であると考え
ると，理想日給の年齢給の表に合致する。荒木は入
職後の 1年というのは，賃金に対して年齢が 1歳上
がる効果と，勤続年数が 1年増えるという効果を有
していると理解していたことになり，同年齢であっ
たとしても，入職年の違いによる勤続年数の効果を
出すために 2倍したのである。
　ここでのポイントは，年齢という賃金決定要素が
明確に基本生活費の代理変数として導入されたが，

横浜船渠における1929年の合理的賃銀制度に関する一考察（吉田　誠）

図 3　賃金分布曲線
出所：荒木（1971，39頁）

図3 荒木の問題意識を示した「賃金分布曲線」

出所：荒木（1971, 39頁）
なお、ここで「年令」とされているのは入社年齢と理解すると表2と符号する
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結語
横浜船渠の合理的賃金制度は二つの意味で過去に実施された賃金制度
としてとりあげるべきではない。 
1)年齢給、資格給、採点給からなるのは理想賃金であって、実際の新日
給はそれとは異なる 
2)制度とは名づけられているが、実際には1929年の賃上げのための指
標。→全員に対して年齢、勤続に基づく定期昇給を伴うような賃金制度
ではなかった。

他方、勤続年数の扱いについては示唆的である。 
1)確かに、理想日給においては賃金と勤続のリンクがなされていた 
2)しかし、積極的な理由ではなく、将来の賃上げに際しては考慮しない 
→経営側 
   勤続年数そのものを評価するという価値意識はなかった
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当時（1920年代）の勤続に対する経営側の一般的な取り扱い

「三年、五年、七年、十年ト謂フカ如ク年数ニ応シ漸次高率
ノ奨励金又ハ物品ヲ賞与スル制度」（内務省, 1922, 245頁）
解雇が行われている中では、結果としての長期勤続に対する表彰
と考えるべきか。

※なお、横浜船渠の就業規則（中村, 1933）にはこうした勤
続賞を見い出すことはできない。

造船業での状況
「勤続賞与制を実施しているものは三菱造船会社所属三造船所のみ」
「永年勤続職工表彰規程」

「賞状徽章又は金銀杯等を支給する所謂温情主義の遺物」 
（吉田, 1927, 87～88頁）

「勤続賞」
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「大正10年頃戦時手当其他の臨時給が本給に繰入れられてから
は、一般的昇給は殆んど停止の姿となつて、現在尚定期昇給を
実行している工場は極めて少い。然し、薄給者、年少者等にし
て技術進歩の道程にある職工に対しては臨時昇給を行つている
ことは勿論である。」（吉田, 1927, 75頁）

定期昇給…造船会社「極めて少い」

また、この時期に昇給は行われるにしても一部の者の選別
一律に勤続を奨励する施策であったとはいえない。

戦間期…日給という賃金の決め方により勤続年数が影響を与えるこ
とはあったものの、経営側が全労働者に対して定期昇給という長期
勤続の奨励策を用い、勤続年数そのものを価値があるものとして評
価したというのは戦後作られた神話ではないのか。
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